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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成20年5月1日(2008.5.1)

【公表番号】特表2003-526890(P2003-526890A)
【公表日】平成15年9月9日(2003.9.9)
【出願番号】特願2001-567061(P2001-567061)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   4/86     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  14/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  19/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/90     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ   4/86    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｍ   4/86    　　　Ｈ
   Ｃ２２Ｃ  14/00    　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ  19/00    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｍ   4/90    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｍ   8/02    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｍ   8/04    　　　Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月6日(2008.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　燃料電池であって：
　水素貯蔵能力を有する正極活性材料が、気体水素接触面、電解質接触面、及び前記気体
水素接触面と前記電解質接触面との間に配置された前記正極活性材料のバルクを有し、
　前記気体水素接触面が、前記気体水素を解離させ且つ吸着するようにされており、
　前記正極活性材料の前記バルクが、前記吸着された水素を貯蔵するようにされており、
　前記電解質接触面が、前記貯蔵された水素を電解液と反応させるように装備されてある
ように構成されている正極を具備する燃料電池。
　　【請求項２】　前記正極が電気伝導性及び機械的支持の両者を供給し且つ導電性の網
、格子、気泡体、マット、箔、板、又はエキスパンド金属から成る基板構成要素を更に備
えていることを特徴とする請求項１の燃料電池。
　　【請求項３】　前記正極活性材料が貴金属触媒を含まない水素貯蔵合金であることを
特徴とする、請求項１の燃料電池。
　　【請求項４】　前記水素貯蔵合金が、希土類／ミッシュメタル合金、ジルコニウム合
金、チタン合金、及びそれらの合金の混合物から成る群から選ばれることを特徴とする、
請求項３の燃料電池。
　　【請求項５】　前記水素貯蔵合金が以下の組成からなる事を特徴とする、請求項４の
燃料電池：
(基本合金)aＣｏbＭｎcＦｅdＳｎe；
ここで、基本合金は０．１から６０原子パーセントのＴｉ、０.１から４０原子パーセン
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トのＺｒ、０から６０原子パーセントのＶ、０.１から５７原子パーセントのＮｉ、及び
０から５６原子パーセントのＣｒから成る；ｂは０から７．５原子パーセント；ｃは１３
から１７原子パーセント；ｄは０から３．５原子パーセント；ｅは０から１．５原子パー
セントであり；更にａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ＝１００原子パーセント。
　　【請求項６】　前記燃料電池が疎水性構成要素を備えた正極を更に含むことを特徴と
する、請求項１の燃料電池。
　　【請求項７】　前記疎水性構成要素がポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）であ
ることを特徴とする、請求項６の燃料電池。
　　【請求項８】　前記正極が、導電性を与え且つ前記水素貯蔵合金とよく混合された導
電性粉体から成る構成要素を更に含むことを特徴とする、請求項１の燃料電池。
　　【請求項９】　前記導電性粉体が、銅、銅合金、ニッケル、ニッケル合金、及び炭素
から成る群から選ばれた少なくとも一つの材料から構成されることを特徴とする、請求項
8の燃料電池。
　　【請求項１０】　前記網、格子、気泡体、又はエキスパンド金属が、ニッケル、ニッ
ケル合金、銅、銅めっきニッケル又は銅－ニッケル合金から形成されていることを特徴と
する、請求項２の燃料電池。
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